
旧八幡浜市立図書館カフェ設置・運営業務プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

 この実施要領は、移転して保存、利活用を計画している旧八幡浜市立図書館において、市

民に居心地の良い場を提供する利活用事業としてカフェを設置・運営する事業者をプロポー

ザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるもの

です。 

 

２．業務概要 

⑴ 業務名 

   旧八幡浜市立図書館カフェ設置・運営業務 

⑵ 業務の目的 

   別途の旧八幡浜市立図書館カフェ設置・運営に関する仕様書のとおり 

⑶ 業務内容 

   別途の旧八幡浜市立図書館カフェ設置・運営に関する仕様書のとおり 

⑷ 業務期間 

   令和 7 年度末に予定されている移転工事の完了後から３年を単位とする使用許可（更新

可能）によりカフェ設置・運営業務を行う。 

 

３．実施形式 

  本プロポーザルは、公募型で実施する。 

 

４．担当課（書類提出及び問合せ先） 

  〒796-0066 愛媛県八幡浜市本町一丁目 60番地 1 

   八幡浜市教育委員会 生涯学習課 市民図書館（担当：阿部） 

   電話 0894-22-0917 fax 0894-22-3609 

   E-mail abe-tooru@city.yawatahama.ehime.jp 

 

５．参加申込者の資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次のすべての要件を満たしている者であること。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 

⑵ 愛媛県内に飲食店の本店又は支店を有していること。 

⑶ 本業務に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、八幡浜市入札参加資格者に

係る入札参加停止措置要領（平成２４年７月１９日要綱第１８号）又は八幡浜市製造の請負

等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１７年３月２８日要綱第

６３号）による入札参加停止を受けていないこと。 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社更
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生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者

であること（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認

可の決定を受けている者を除く。)。 

⑸ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７

５号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと 

⑹ 八幡浜市暴力団排除条例（平成23年八幡浜市条例第37号）に規定する暴力団員等でないこ

と及び暴力団員等との関係を有していない者であること。 

 

６．参加申込 

本プロポーザルの参加申込者は、参加申込書（様式第 1号）を提出すること。 

⑴  受付期間 

令和６年８月２２日（木）から令和６年９月６日（金）まで（当日消印有効） 

⑵  提出方法 

持参、郵送、いずれかの方法により提出すること。 

※ 持参の場合は月曜日を除く平日の午前１０時３０分から午後５時までとする。また、

郵送の場合は送達確認を電話で行うこと。 

⑶ その他 

参加申込書を提出した後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第２号）を提出するこ

と。 

 

７．質問 

本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式第３号）により提出すること。 

⑴ 受付期間 

令和６年８月２２日（木）から令和６年９月４日（水）まで 

⑵ 提出方法 

電子メールにより提出すること。 

⑶ 回答方法 

ア 令和６年９月６日（金）までに八幡浜市公式ホームページに掲載する。 

イ 回答に対する問い合わせ及び意義申し立ては一切受け付けない。 

  ウ ホームページに掲載した回答の内容は、本要領等の内容の追加又は修正とみなす。 

 

８．事業提案書の提出 

⑴ 提出書類 

    別紙 1：「事業提案書提出書類一覧」のとおり 

    ※http:/www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2016033100011/ 

木造校舎、木造の公共建物の残るまち 八幡浜の資料を一読の上、書類を提出すること 

⑵ 受付期間 



令和６年８月２２日（木）から令和６年９月１２日（木）まで（当日消印有効） 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送（書留） 

※ 持参の場合は月曜を除く平日の午前１０時３０分から午後５時までとする。また、郵送

の場合は送達確認を電話で行うこと。 

⑷ 提出部数 

９部及び電子データ（CD‐R） 

⑸ 提出された応募書類の取扱い 

ア 提出された事業提案書は、本プロポーザルにおける事業実施の候補者の選定以外の目的

では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、八幡浜市情報公開条例に基づ

き取り扱うこととする。 

イ 提出のあった事業提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことが

ある。 

ウ 提出された応募書類等は返却しない。 

エ 事業提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 事業提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

９．プレゼンテーションの実施 

提出された事業提案書についてプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

⑴ 実施日時 

令和６年９月２０日（金）（予定） 

⑵  所要時間 

１事業者あたり３０分（事業提案者による提案要旨説明約２０分、質疑応答１０分） 

⑶ 説明者等 

  プレゼンテーションの出席者は、原則、配置予定の業務責任者とし、３名までとする。 

⑷ その他 

ア プレゼンテーションの順番は、参加申込書の受付順とする。 

イ 詳細については、事業提案者に別途連絡する。 

  ウ Ｗｅｂ会議システムを使用する場合がある。 

 

１０．審査 

⑴ 審査方法 

提出された審査書類は、市が設置する「旧八幡浜市立図書館カフェ設置・運営業務プロポ

ーザル審査委員会」において審査を行う。 

⑵ 評価方法 

審査委員会はプレゼンテーションの内容及び提出した審査書類の内容を別紙「評価基準」



に基づき審査する。 

⑶ 選定方法 

 ア 失格者を除いた者の内、（２）の総合点が最も高い者を事業実施の候補者として選定する。 

 イ 最高得点を挙げた事業提案者が２者以上いる場合は、評価項目の企画提案力の評価点が

高い提案者を上位とする。 

ウ 事業提案者が１者であっても事業提案等の評価を行い、候補者としての可否を審査する。 

エ ア、イ、ウに関わらず、総合点が４２０点未満の場合は、候補者として選定しない。 

⑷ 失格事項 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合  

イ 本実施要領に示した事業提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合  

ウ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合  

 

１１．審査結果 

   審査結果は決定後、全ての参加者へ文書で通知するものとし、八幡浜市公式ホームページ

において公表する。なお、公表の内容は以下のとおりとする。 

⑴ 候補者の名称、評価結果（総合点） 

⑵ ⑴以外の参加者の名称及び評価結果（総合点） 

 ※ 参加者が２者の場合は、次点者の得点は公表しない。 

⑶ 審査委員の所属及び役職名並びに氏名 

 

１２．業者決定 

審査により選定された事業者の代表者が事業予定者として市と事業実施に向け協議を開始

する。 

 

１３．スケジュール 

内  容 日  時 

プロポーザルの公告・実施要領の公表 令和６年８月２２日（木） 

参加申込受付期間 
令和６年８月２２日（木）から 

令和６年９月 ６日（金）まで 

審査書類受付期間 
令和６年８月２２日（木）から 

令和６年９月１２日（木）まで 

実施要領等に関する質問書の受付期間 
令和６年８月２２日（木）から 

令和６年９月 ４日（水）まで 



実施要領等に関する質問書の回答 令和６年９月 ６日（金）予定 

審査委員会（プレゼンテーションの実施） 令和６年９月２０日（金）予定 

審査結果の通知・公表 令和６年９月２７日（金）予定 

 

１４．その他 

⑴ 審査書類作成に要する経費、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する経費に

ついては、提案者の負担とする。 

⑵ 審査書類提出後の変更、差し替えは認めない。ただし、特別な事情があると市が認めた場

合はこの限りでない。 

⑶ 審査結果に関する問合せ、異議申立ては一切受け付けないこととする。 

⑷ その他、本実施要領に記載されていない事項で必要があるときは、八幡浜市教育委員会生

涯学習課においてその対応を決定する。 


